
第２回苫小牧市選挙管理委員会議案

日時 令和３年２月１０日（水）午前９時

場所 苫小牧市選挙管理委員会委員室

１ 会議録署名委員の指名について

２ 議案

議案第１号 選挙人名簿の登録抹消について

議案第２号  苫小牧市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程の一部改

正について

３ その他



２ 議案 

議案第１号 

選挙人名簿の登録抹消について 

１ 選挙人名簿に登録されている次の者は、令和３年１月３１日以前に死亡したので、

公職選挙法第２８条第１号の規定により、その登録を抹消する。 

苫小牧市 

外 １８７人 

２ 選挙人名簿に登録されている次の者は、令和２年９月３０日以前に転出し、本市

の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過したので、公職選挙法第２８条

第２号の規定により、その登録を抹消する。 

苫小牧市 

外 ３２２人 

３ 選挙人名簿に登録されている次の者は、登録されるべきでなかったので、公職選

挙法第２８条第３号の規定により、その登録を抹消する。 

 該 当 者 無 し

令和３年２月１０日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝 

別冊｢選挙人名簿登録抹消者名簿｣のとおり 
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男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
1 市 立 苫 小 牧 東 中 学 校 5 3 8 3 4 7 8 7 15 -4 -3 -7 1,528 1,762 3,290
2 市 立 若 草 小 学 校 1 4 5 5 2 7 6 6 12 -1 1 0 861 1,035 1,896
3 新 中 野 総 合 福 祉 会 館 1 1 2 8 11 19 9 12 21 -6 0 -6 2,134 1,958 4,092
4 文 化 交 流 セ ン タ ー 3 3 6 6 7 13 9 10 19 5 -3 2 1,543 1,584 3,127
5 市 立 苫 小 牧 西 小 学 校 2 1 3 1 1 2 3 2 5 -6 -1 -7 1,648 2,012 3,660
6 市 立 大 成 小 学 校 1 4 5 3 7 10 4 11 15 1 0 1 1,105 1,358 2,463
7 西 町 総 合 福 祉 会 館 3 2 5 1 2 3 4 4 8 1 -3 -2 1,212 1,786 2,998
8 市 立 北 光 小 学 校 3 7 10 3 2 5 6 9 15 5 4 9 1,663 1,979 3,642
9 市 立 啓 北 中 学 校 1 2 3 3 1 4 4 3 7 -2 -3 -5 1,737 1,997 3,734
10 見 山 町 総 合 福 祉 会 館 3 3 6 4 1 5 7 4 11 -3 4 1 992 1,227 2,219
11 第八区総合福祉センター 4 3 7 11 8 19 15 11 26 10 0 10 1,691 1,686 3,377
12 市 立 清 水 小 学 校 0 1 1 3 1 4 3 2 5 4 -1 3 979 1,007 1,986
13 市 立 和 光 中 学 校 3 1 4 5 4 9 8 5 13 -1 5 4 1,833 1,794 3,627
14 市 立 緑 小 学 校 3 7 10 6 7 13 9 14 23 2 1 3 2,550 2,775 5,325
15 住吉コミュニティセンター 3 1 4 4 5 9 7 6 13 -1 0 -1 1,202 1,526 2,728
16 市 立 美 園 小 学 校 5 4 9 11 5 16 16 9 25 -3 -3 -6 2,004 1,845 3,849
17 新 明 町 総 合 福 祉 会 館 2 0 2 2 0 2 4 0 4 -2 -3 -5 971 892 1,863
18 苫小牧地域職業訓練センター 0 2 2 6 8 14 6 10 16 -2 -2 -4 2,491 2,340 4,831
19 市 立 明 野 小 学 校 1 0 1 12 3 15 13 3 16 -1 0 -1 1,912 2,041 3,953
20 市 立 光 洋 中 学 校 1 1 2 0 3 3 1 4 5 -1 0 -1 843 871 1,714
21 市 立 糸 井 小 学 校 2 4 6 2 4 6 4 8 12 1 -1 0 2,086 2,070 4,156
22 市 立 北 星 小 学 校 2 3 5 4 1 5 6 4 10 4 2 6 1,472 1,637 3,109
23 市 立 豊 川 小 学 校 1 1 2 1 1 2 2 2 4 -2 -1 -3 1,062 1,238 2,300
24 市立啓北中学校山なみ分校 1 1 2 1 3 4 2 4 6 -2 -1 -3 1,914 2,047 3,961
25 し ら か ば 総 合 福 祉 会 館 0 4 4 3 2 5 3 6 9 1 -2 -1 1,694 2,054 3,748
26 市 立 日 新 小 学 校 1 2 3 9 4 13 10 6 16 -1 -1 -2 2,321 2,610 4,931
27 柏 木 町 町 内 会 館 4 2 6 3 0 3 7 2 9 0 5 5 2,436 2,788 5,224
28 市 立 泉 野 小 学 校 2 1 3 4 3 7 6 4 10 -1 0 -1 1,753 1,972 3,725
29 市 立 澄 川 小 学 校 5 4 9 3 6 9 8 10 18 0 -1 -1 2,706 3,072 5,778
30 と き わ 町 総 合 福 祉 会 館 2 2 4 3 0 3 5 2 7 0 1 1 1,598 1,799 3,397
31 市 立 錦 岡 小 学 校 5 2 7 2 2 4 7 4 11 3 3 6 1,751 1,837 3,588
32 のぞみコミュニティセンター 4 3 7 3 2 5 7 5 12 2 5 7 2,382 2,484 4,866
33 スプリングタウン総合福祉会館 1 7 8 2 3 5 3 10 13 -1 -1 -2 1,449 1,729 3,178
34 樽 前 交 流 セ ン タ ー 3 1 4 0 1 1 3 2 5 -1 -2 -3 238 293 531
35 沼ノ端コミュニティセンター 4 2 6 2 6 8 6 8 14 3 3 6 1,717 1,541 3,258
36 市 立 沼 ノ 端 中 学 校 1 1 2 2 3 5 3 4 7 2 3 5 1,814 1,813 3,627
37 市 立 拓 勇 小 学 校 3 1 4 21 16 37 24 17 41 -4 -4 -8 5,068 4,595 9,663
38 市 立 ウ ト ナ イ 小 学 校 1 4 5 7 7 14 8 11 19 1 0 1 3,605 3,537 7,142
39 勇 払 公 民 館 0 1 1 2 0 2 2 1 3 0 -1 -1 761 798 1,559
40 植苗ファミリーセンター 1 4 5 4 2 6 5 6 11 0 0 0 608 632 1,240

88 100 188 175 148 323 0 0 0 263 248 511 0 0 0 69,334 74,021 143,355

69,597 74,269 143,866

合 計

前回１月４日現在選挙人名簿登録者数

令和３年２月１日（死亡者及び市内転居に関しては令和３年１月３１日）現在　 　選挙人名簿登録抹消者数調　 　（投票区別）

投票区 投　 　票　 　所　 　名
第 １ 号 死 亡 者 第 ２ 号 転 出 者 第 ３ 号 誤 載 者 当 月 抹 消 者 の 計 市内転居 選 挙 人 名 簿 登 録 者 数
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議案第２号

苫小牧市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程の一部改正について

苫小牧市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程（昭和３７年選挙管理委

員会告示第２９号）の一部を下記のとおり改正する。

令和３年２月１０日

苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝

記 

苫小牧市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程の一部改正につ

いて 

苫小牧市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程（昭和３７年選挙管理委

員会告示第２９号）の一部を次のとおり改正し、令和３年２月１０日から施

行する。 

第７条第１項第３号中「50票ごとに別記第９号及び第10号様式」を「別記

第９号様式」に改め、同項第４号中「50票ごとに別記第11号様式」を「別記

第10号様式」に改める。 

第９条中「令第20条 (裁判官の氏名等の掲示場所)」を「令第19条 (裁判官の

氏名等の掲示)」に改める。 

別記第９号様式及び別記第１０号様式を次のように改める。
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別記第９号様式（第７条関係）

投 票 点 検 票 №

得票集計係 開票管理者

開票立会人の意見

開票係長

投票計算係

票
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別記第１０号様式（第７条関係）

無 効 投 票 点 検 票 №

得票集計係 開票管理者

開票立会人の意見

開票係長

投票計算係

票
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別記第１１号様式を削る。

新旧対照表 別紙のとおり 

施 行 日 令和３年２月１０日
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苫小牧市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程 (昭和37年苫小牧市選挙管理委員会告示第29号)新旧対照表 

改正案 現行 

（開票の要領） 

第７条  ～  （略） 

前号によって分類した投票を、     別記第９号 様式に準

ずる有効投票点検票を付して処理する。 

無効投票は、その事由ごとに区分し、  別記第 10 号様式に準ず

る無効投票点検票を付して処理する。 

 ２ （略） 

第８条 （略）  

第９条 令第 19 条（裁判官の氏名等の掲示  ）及び細則第 12 条（氏名等の

掲示場所及び掲示の様式）の規程による裁判官の氏名等の掲示をする場所の

告示は、規程第 83条（候補者の氏名掲示の場所の告示様式）の規程を準用す

る。 

第 10 条 （略） 

別記第１～８号様式 （略） 

別記第９号様式（第７条関係） 

（開票の要領） 

第７条  ～  （略） 

 前号によって分類した投票を、50票ごとに別記第９号及び第10号様式に

準ずる有効投票点検票を付して処理する。 

 無効投票は、その事由ごとに区分し、50票ごとに別記第11号様式に準ず

る無効投票点検票を付して処理する。 

 ２ （略） 

第８条 （略） 

第９条 令第 20 条（裁判官の氏名等の掲示場所）及び細則第 12 条（氏名等の

掲示場所及び掲示の様式）の規程による裁判官の氏名等の掲示をする場所の

告示は、規程第 83条（候補者の氏名掲示の場所の告示様式）の規程を準用す

る。 

第 10 条 （略） 

別記第１～８号様式 （略） 

別記第９号様式（第７条関係） 

投 票 点 検 票 № 

得票集計係 開票管理者

開票立会人の意見

開票係長

投票計算係

票

№

有　効

無　効

　集計係．開票係長．計算係．開票係． 　係番号

有　効　投　票　点　検　票

開 票

管 理 者

有　効

無　効

開　票

立会人

全 部 有 効 記 載 票　
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改正案 現行 

別記第１０号様式（第７条関係） 

別記第１１号様式（第７条関係） 

削除 

別記第１０号様式（第７条関係） 

別記第１１号様式（第７条関係） 

無 効 投 票 点 検 票 № 

得票集計係 開票管理者

開票立会人の意見

開票係長

投票計算係

票

№

有　効

無　効

　自ら記載したものでないもの 票

票

　　集計係．開票係長．計算係．開票係． 　係番号

６人

有　効

無　効

４人

５人

１人の裁判官の罷免を可とするもの

２人

３人

開 票

立 会 人

開 票

管 理 者

有　効　投　票　点　検　票

無効記載

すべての裁判官の罷免を可としないもの

　何人について記載したかを確認し難いもの

有　効

無　効

1

2

3

1

2

3

4

5

　総務係・開票係長・無効係 　係番号

無　効　投　票　点　検　票

開 票
管理者

有　効 開 票
立会人

無　効

普 通
投 票

成規の用紙を用いないもの

×の記号以外の事項を記載したもの

裁判官すべてについて記載を無効と
されたもの

点 字

投 票

成規の用紙を用いないもの

審査に付される裁判官の氏名のほ
か、他事を記載したもの

審査に付される裁判官の氏名以外の
事項のみほ記載したもの

審査に付される裁判官の氏名を自書
しないもの

審査に付される裁判官の何人を記載
したかを確認し難いもの
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